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認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて 

 

 

標記の件については、「認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用

の取扱いについて」（平成 16年６月２日事務連絡）に基づき、電気通信事業法（昭和５

９年法律第８６号）第１１７条第１項の規定に基づく認定を受けた者に対し周知徹底を

図ってきたところです。 

今般、令和２年地方分権改革に関する提案募集において、認定電気通信事業者の行う

中継施設等の設置に伴う農地転用に関する都道府県知事等に対する調整を一定の場合

には不要とすることについて提案があり、農地転用許可権者である都道府県知事等にお

いて、あらかじめ必要なルール等を定めた上で、農業上の土地利用に支障が生じるおそ

れがないと判断されるものについてこれを不要とする運用が可能であるという整理が

行われたところです。   

今後は、別添「認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱い

について」を、当該認定を受けた者に対し交付の上、周知徹底を図るようよろしく取り

計らい願います。



 

別添 

 

 

認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて 

 

 

標記の件について、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系（そ

の支持物を含む。）若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若

しくは索道の敷地に供する場合に係る農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条及び

第５条の農地転用許可は要しないこととされている。 

これは、認定電気通信事業者と都道府県知事（農地又は採草放牧地の農業上の効率的

かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する

市町村（以下「指定市町村」という。）の区域内にあっては、指定市町村の長。以下「都

道府県知事等」という。）との間において農業上の土地利用との調整を十分に行うよう

当局が認定電気通信事業者を指導監督することを前提としたものであるので、特に中継

施設に係る農地転用に当たっては、下記により農業上の土地利用との調整を図るよう十

分留意されたい。 

なお、都道府県知事等において、あらかじめ必要なルール等を定めた上で、農業上の

土地利用に支障が生じるおそれがないと判断されるものについては、当該調整は不要で

ある。都道府県知事等が定めるルール等について不明な点がある場合には、都道府県等

（都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。）の農地担当部局に問い合わせること。 

 

 

記 

 

 

１ 認定電気通信事業者は、中継施設の設置に係る用地取得前に、別紙に定める事業計

画書により、その事業計画について都道府県等の農地担当部局長に説明を行い、中継

施設の設置と土地改良事業等農業関係公共事業及び農作業等農業上の土地利用との

調整を図ること。 

 

２ 認定電気通信事業者は中継施設の設置に係る土地の取得が終了した場合は、その土

地に含まれる農地及び採草放牧地について一覧表を作成し、関係する農業委員会に報

告すること。 

 

３ 農地法施行規則（昭和２７年農林省令第７９号）第２９条第１６号及び第５３条第



 

１４号において使用する用語は、次のとおりであること。 

（１）「有線電気通信のための線路」とは、「送信の場所と受信の場所との間に設置され

ている電線及びこれに係る中継器その他の機器（これらを支持し、又は保蔵するた

めの工作物を含む。）」であって、具体的には電線、電柱、支線、支柱、支線柱、と

う道、管路、ハンドホール、マンホール等の工作物をいう。 

（２）「空中線系（その支持物を含む。）」とは、「電波を放射し、又は吸収するため空中

に張った導線及びこれに係る機器（その支持物を含む。）」であって、具体的には無

線鉄塔等の工作物をいう。 

（３）「中継施設」とは、「中継装置、送受信装置その他の装置により電気信号の増幅、

切替えを行う施設」であって、具体的には電話中継所、無線中継所等の施設をいう。 

 

４ したがって、交換施設、事務用社屋、訓練施設、研究施設、社員住宅、厚生施設等

は、３の（１）から（３）までの許可除外対象施設には含まれないので、これらの施

設を設置するために農地を転用し、又は転用のため農地等の権利を取得する場合には

都道府県知事等の許可を受けなければならないこと。 

 



 

（別紙） 

事業計画書 

年  月  日 

認定電気通信事業者名 

 

１ 事業の名称 

２ 事業の目的 

３ 事業計画の概要 

４ 計画地の概要 

（１）所在（線路にあっては経過する市町村名を記載） 

（２）面積（概数） 

田 畑 小計 採草放牧地 その他 合計 

㌶ 

 

㌶ 

 

㌶ 

 

㌶ 

 

㌶ 

 

㌶ 

 

 

５ 計画に関係する農業関係公共事業（事業ごとに記載） 

（１）事業主体 

（２）施行面積 

（３）事業の種類 

（４）施行の時期 

（５）計画地に関係する面積 

（６）計画地に関係する施設の種類、数量 

（７）その他 

 

６ 調整措置 

（１）農業施設との調整措置 

（２）受益面積減による調整措置 

（３）農薬散布等農作業に対する障害に関する調整措置 

 

 

７ 添付図 

（１）事業概要図 

（２）農業関係公共事業区域図（計画地との関係を明示） 


